
令和 8 年 3 月

令和 8 年度 令和 17

１．事業概要

（１）

① 給　水

人

人

千㎥／ha

② 施　設　

％

③ 料　金

＜料金表＞

メ ー タ 口 径

13mm

20mm

25mm

40mm

50mm

75mm

100mm

備考　消費税及び地方消費税を含む。

④ 組　織

＜組織体制＞

＜職員数・職種・年齢構成等＞

業務課 工務課 合計

61歳～ 人 2人 2人

51～60歳 3人 4人 7人

41～50歳 4人 8人 12人

31～40歳 2人 人 2人

～30歳 3人 2人 5人

合計 12人 21人 28人

団 体 名 ：

事 業 名 ：

有 収 水 量 密 度

島根県益田市

水道事業

計 画 期 間 ：

76

～

管 路 延 長

0.36

供 用 開 始 年 月 日 昭 和 8 年 10 月 1 日

水 源

別添１－２

益田市　　　　　　　　　　事業経営戦略

事業の現況

748.51

料 金 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

施 設 能 力

50,600円

8,140円

27,500円

策 定 日 ：

年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数選択可）

浄水場設置数

配水池設置数

38

千ｍ

　料金は、メーター口径毎に区分し、それぞれ基本料金と従量料金を設定しています。現行の料金体系について

は、下記「料金表」のとおりです。

　料金の算定は、日本水道協会が定める総括原価方式に基づいて行っています。その方法は、料金算定期間を

５年に設定し、算定期間内の営業費用（人件費、薬品費、動力費、減価償却費、修繕費等）と資本費用（支払利

息、資産維持費）により算出される総括原価を料金収入総額と一致させ、その総括原価を個別費用に基づいて配

賦し、基本料金と従量料金に区分して料金を設定しています。なお、資産維持費の算定に用いる資産維持率は、

2.7％（標準3.0％）に設定しています。

基本料金(～8㎥)
１か月につき

８超～20㎥ 20超～50㎥ 50㎥超～

1,375円

1,485円

2,530円

3,960円 170.5円/m
3

198円/m
3

220円/m
3

計 画 給 水 人 口 44,175

現 在 給 水 人 口 40,908法 適 （ 全 部 ・ 財 務 ）
・ 非 適 の 区 分

法適（全部）

㎥／日

令 和 2 年 10 月 1 日

22,565 施 設 利 用 率 81.2

施 設 数

料 金 改 定 年 月 日
（消費税のみの改定は含まない）

表流水 , ダム , 伏流水 , 地下水 , 受水 , その他

水 道

簡易水道

上
下
水
道
部

業
務
課

工
務
課
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（２）

（３） 経営比較分析表等を活用した現状分析

２．将来の事業環境

（１）

　給水人口の予測に当たっては、①行政区域内人口→②給水区域内人口→③給水人口の順に推計しました。

　①行政区域内人口の推計に当たっては、「益田市人口ビジョン」・「国立社会保障　人口問題研究所（コーホート要因別分析）」・「時系列傾向分

析」の各推計値を比較検討し、市の上位計画で行政施策を考慮した益田市人口ビジョン推計値を基準人口として採用しました。

　②給水区域内人口の推計に当たっては、行政区域内人口の変動に比例して推移すると想定しました。

　③給水人口の推計に当たっては、給水区域内人口に普及率を乗じて算定しました。普及率は、2024年の97.7％が今後も持続すると仮定しまし

た。

　別紙1のとおり

これまでの主な経営健全化の取組

　本市水道事業は、昭和８年に給水を開始して以来、人口増加、生活水準の向上や産業経済の進展に伴う水需要の増加に対応するため、５次

にわたる拡張事業を行った後、未普及解消に向けた事業を実施するとともに、平成25年度に小野・白岩・久々茂簡易水道事業を、平成30年度

に美都・匹見簡易水道事業と飲料水供給施設を上水道事業へ統合し、良質な水道水を住民の皆様に提供できる環境整備を行ってまいりまし

た。

　平成30年度には、新水道ビジョンを策定し、老朽化する水道施設の更新需要や大規模地震に備える耐震化等を考慮するとともに、財政計画

の見直しを行い「安全・安心」でおいしい水道水を将来にわたり安定して供給し続ける健全な水道事業運営を目指すこととし、これまで以下のよ

うな経営健全化に向けた取組を行っております。

　DXの取組としては、事業統合による給水エリアの拡大に対応するため、拠点施設である益田水源地の機能強化を目的として遠隔監視システ

ムの改修を行うとともに、携帯端末による一括監視・管理を可能とし、施設の維持管理の効率化を図っております。

　GXの取組としては、維持管理費のうち多くを占める動力費について、近年の物価高騰の影響を強く受けることから、一般会計が実施するリ

バースオークション方式による再エネ電力調達に加わり、電力コストの抑制とCO2削減に取り組んでおります。

　民間活用の取組としては、月１万件以上に上る水道メーター検針業務について、民間事業者へ委託することとで、業務の効率化と経費の削減

を図っております。

　広域化の取組については、県及び県内市町村で構成する協議会に参画し、広域連携の可能性について検討を深め、持続的な事業経営に資

する研究を行っています。

　アセットマネジメントの取組については、令和７年度に改定を行い、近年の物価高騰、人件費の増加、金利の上昇等を考慮した内容に改めると

ともに、施設のダウンサイジング等を盛り込むことで、厚生労働省「水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）に関する手引き」における

4D要件を満たし、資産管理の質を向上させ、持続可能な運営を進めていくこととしています。

　以上の取組に加え、令和２年～４年度にかけて段階的に平均22.72％の料金値上げを実施しました。

給水人口の予測
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（２） 水需要の予測

　有収水量（生活用水量や営業用水量、その他水量）を生活用と業務営業・工場・その他に分けて推計したうえで、これに無収水量（直近５年間

の平均値で横ばいとした）を加算し、有効水量を算出しました。これを有効率と負荷率で除して、一日平均給水量及び一日最大給水量を算定し

ました。

　①生活用水量の推計＝給水人口×生活原単位

　②営業用、その他用水量の推計は、2020年度から用途別集計を実施していないことから、有収水量における生活用以外の合計値による時系

列傾向分析を実施しました。また、工場用ととして、2028年度から計画されているファクトリパークでの給水量300㎥/日増加も考慮しました。

　③有収水量の推計＝生活用水量+その他用水量

　④有収率の設定は、2024年度の実績値が71.0％であることから、布設替えによる上昇を見込み地域事情を考慮した実現可能な数値を設定し

ました。なお、有収率及び有効率は、漏水調査や老朽管路の計画的更新により政策的に増加させる指標であって、水道ビジョン（厚生労働省、

平成20年7月改定）では、中小規模事業体の目標値として有効率95.0％を掲げています。

　⑤負荷率の設定は、一般的に過去最低値を採用するところ、過去10年間の最低値が62.7％と極端に低いため、過去５年間の平均値を採用し

ました。

　⑥一日平均給水量の設定は、有効水量を有効率で除して算定しました。ここで有効水量は、有収水量に無収水量を加算して算定しました。無

収水量は消火栓の点検や維持管理に使用された水量であり、今後も使用実態が変わらないことから、過去５年間の平均値としました。

　⑦一日最大給水量は、一日平均給水量を負荷率で除して算定しました。
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（３）

（４）

３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

　市民生活にとって必要不可欠な社会インフラの１つである水道において、安定的なサービス提供や危機管理に対応するため、現行の職員数

を基本とし、事務系・技術系を問わず、技術継承を着実に進めるとともに、事務事業の見直しにより、機能的・効率的な事業運営が行なえる最良

の体制を構築していきます。

組織の見通し

投資・財政計画（収支計画）　：　 別　紙　の　と　お　り

料金収入の見通し

　（２）水需要の予測で推計した有収水量に2024年度供給単価実績を乗じて推計しました。

目 標 有収率：80％（令和６年度：71％）

目 標

料金回収率：100％以上

企業債残高対給水収益比率：類似団体平均値以下

資金残高：12億円以上

②　収支計画のうち財源についての説明

　令和７年度にアセットマネジメントの改定を行い、法定耐用年数ではなく、「実使用年数に基づく更新基準の設定例（厚生労働省）」等を参考に

重要度・優先度・更新時期を考慮した更新需要を算定しました。その結果、更新需要は、100年間で平均すると、１年当たり601.7百万（施設資産

301.3百万円、管路資産300.4百万円）必要となります。

［計画期間内の主な投資内容］

　木部第１配水池築造工事：R8～R17　1,046百万円

　白上第１配水池補修工事：R8～R10　1,074百万円

　益田第１配水池築造工事：R10～R17　525百万円

　管路耐震化：R8～R9　200百万円/年、R10～R16　420百万円/年、R17　330百万円/年

［料金収入］

　「2.（3）料金収入の見通し」で示したように、料金収入は漸次低減していき、現行の料金水準では、計画最終年（令和17年度）には、令和５年度

に比べ146百万円（17％）減少する見込となっています。令和10年度以降の料金水準については、料金審議会に諮問する予定としています。

［繰入金］

　地方公営企業法第17条の2、第17条の3等により引き続き適切に処理していくこととしています。

［企業債］

　償還金に対して、交付税措置のある統合後簡易水道事業等を中心に借入を行うこととして、起債充当率30％としています。

基本理念

　［いつまでも安心と安全を」～市民に身近な水道をめざして～

基本目標

　「安全」～安心して飲める安全な水道～水源保全・排出源対策、水源水量の確保、水質管理の強化、貯水槽水道の指導や直結給水の推進

　「強靱」～安定して供給できる強靱な水道～災害対策の強化、老朽化施設の整備

　「持続」～健全な経営を維持できる水道～組織の再編、技術力の継承、コスト削減対策、収益確保、水道料金の適正化、窓口サービスの充

実、広報活動の充実、温室効果ガスの発生抑制、資源再利用の推進、有効率の向上

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

①　収支計画のうち投資についての説明

［物価率］

　2020年基準消費者物価指数より［設備材料］・［工事その他サービス］の数値を使用しました。令和５年度の前年度比上昇率がそれぞれ3.8％・

5.7％であったが、近年の物価上昇が永続する可能性は低いと考えられるため、令和6年度までの10年間の物価上昇率を単年当たりに換算して

算出しました。その結果、１年当たり物価率は、設備材料1.43％、工事その他のサービス3.69％に設定しました。

［人件費増減率］

　令和4年から令和6年の増減率を単年当たりに換算して算出し、１年当たり人件費増減率1.77％に設定しました。
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（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等

②　財源についての検討状況等

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

繰 入 金

　該当なし

　令和７年度にアセットマネジメントの改定を行い、近年の物価高騰、人件費の増加、金利の上昇等を

考慮した内容に改めるとともに、施設のダウンサイジング等を盛り込むことで、厚生労働省「水道事業

におけるアセットマネジメント（資産管理）に関する手引き」における4D要件を満たし、資産管理の質を

向上させ、持続可能な運営を進めていくこととしています。

　本経営戦略の進捗管理は、毎年度の決算数値に基づく経営指標等により事後的に評価・検証を行い

ます。

　また、見直しは、必要に応じ５年を目途に実施し、ホームページに公表することとします。

施 設 ・ 設 備 の 廃 止 ・ 統 合
（ ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ）

令和７年度にアセットマネジメントの改定を行い、水分・愛栄・美濃地・葛籠・仙道第一配水池をダウン

サイジングする計画を盛り込み、470百万円の費用削減が見込まれます。

施 設 ・ 設 備 の 合 理 化
（ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ）

　該当なし

料 金

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

資 産 の 有 効 活 用 等 （ *2 ） に よ る
収 入 増 加 の 取 組

そ の 他 の 取 組

　令和８年度よりAIによる機械学習を活用し、管路情報、過去の漏水履歴及び土壌・気候・人口等の情

報をもとに劣化の進行度合いを算出することで、合理的な改修を進めていきます。

　維持管理費のうち多くを占める動力費について、近年の物価高騰の影響を強く受けることから、引き

続き一般会計が実施するリバースオークション方式による再エネ電力調達に加わり、電力コストの抑制

とCO2削減に取り組んでいきます。

　企業債は、償還金に対して交付税措置のある統合後簡易水道事業等を中心に借入を行うこととし

て、起債充当率30％としています。また、企業債残高対給水収益比率は、類似団体平均値以下の水準

を保つこととしています。
　一般会計繰出金は、地方公営企業法第17条の2、第17条の3等により引き続き適切に処理していくこ

ととしています。

　県及び県内市町村で構成する協議会に参画し、広域連携の可能性について検討を深め、持続的な

事業経営に資する研究を行っていきます。
広 域 化

　現行料金を検討した水道料金審議会の答申において、５年を目途に審議会を設置し、料金水準を審

議する旨の意見が付されました。近年の物価上昇や令和７年度のアセットマネジメントの改定を踏ま

え、令和２年度～令和４年度にかけての段階的料金改定から５年を経過する令和９年度において、料

金審議会を設置し、料金水準について審議することとしています。

民間の資金・ノウハウ 等の 活用
（ PPP/PFI 等 の 導 入 等 ）

そ の 他 の 取 組 　該当なし

ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト の 充 実
（ 施 設 ・ 設 備 の 長 寿 命 化 等
に よ る 投 資 の 平 準 化 ）

　地方公営企業法の制限内において、現在の定期預金に加え、確実かつ有利な方法により資金運用
を検討していきます。

企 業 債
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全体総括

132.60

①令和2～4年度に段階的に実施した料金改定により
改善している。
②累積欠損金は、発生していない。
③300％を超えており、短期的な支払能力は良好で
ある。
④令和2～4年度に段階的に実施した料金改定により
改善している。
⑤令和3年度からの国の経済対策を活用した料金減
免による料金収入の減少と近年の物価高騰、人件費
の増加等によるコストの増大により100％を下回っ
ている。
⑥近年の物価高騰、人件費の増加等によるコストの
増大により増加傾向にある。
⑦平均値に比べ高水準を維持しており、相対的に適
切な施設規模を有している。
⑧平均値に比べ大きく下回っており、施設の老朽化
が深刻でアセットマネジメントの充実を図り、効率
的かつ計画的な更新投資を進める必要がある。

2. 老朽化の状況について

①平均値に比べ大きく上回っており、施設の老朽化
が深刻でアセットマネジメントの充実を図り、効率
的かつ計画的な更新投資を進める必要がある。
②平均値に比べ大きく上回っており、管路の老朽化
が深刻でアセットマネジメントの充実を図り、効率
的かつ計画的な更新投資を進める必要がある。
③平均値に比べ大きく下回っており、管路の老朽化
が深刻でアセットマネジメントの充実を図り、効率
的かつ計画的な更新投資を進める必要がある。

2. 老朽化の状況

給水区域面積(km
2
) 給水人口密度(人/km

2
) － 類似団体平均値（平均値）

　平成30年度の簡易水道事業統合による経営環境の
悪化に対し、令和2～4年度にかけ段階的に料金改定
を行った結果、収益性は改善した。
　一方で有収率の悪化と施設の老朽化の進行ととも
に、近年の物価高や人件費の上昇で、事業を取り巻
く環境は厳しさを増している。
　このような状況において、水道サービスの継続と
健全な経営の維持に向けては、アセットマネジメン
トの充実による効率的かつ計画的な更新投資を図る
一方で、水需要の減少による料金収入の低下や更新
財源の確保に対応するため、さらなる経営の効率化
と料金の適正化を推進する必要がある。

308.51 【】 令和6年度全国平均

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

- 74.63 96.07 3,476 40,908

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 現在給水人口(人)

42,986 733.19 58.63 ■ 当該団体値（当該値）法適用 水道事業 末端給水事業 A5 非設置

経営比較分析表（令和6年度決算）
島根県　益田市

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
) グラフ凡例

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 0.20 0.38 0.25 0.12 0.20

平均値 0.57 0.52 0.48 0.48 0.46

90.00

95.00

100.00

105.00

110.00

115.00

120.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 100.87 108.57 110.00 116.26 112.32

平均値 108.83 109.23 108.04 107.49 107.15

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 57.36 58.09 58.87 60.02 60.27

平均値 48.83 49.96 50.82 51.82 52.53

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 31.37 30.95 30.86 32.51 36.04

平均値 18.18 19.32 21.16 22.72 24.16

①経常収支比率(％)

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 4.34 4.69 4.72 5.76 4.74

290.00

300.00

310.00

320.00

330.00

340.00

350.00

360.00

370.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 362.95 324.66 325.32 355.75 353.81

平均値 327.77 338.02 345.94 329.70 319.99

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

450.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 389.91 349.87 351.32 311.64 307.58

平均値 397.10 379.91 386.61 381.56 365.55

84.00

86.00

88.00

90.00

92.00

94.00

96.00

98.00

100.00

102.00

104.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 94.41 100.84 90.72 101.72 94.31

平均値 95.79 98.30 93.82 95.04 95.42

160.00

165.00

170.00

175.00

180.00

185.00

190.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 173.07 173.06 183.90 176.85 184.18

平均値 171.13 173.70 178.94 180.19 184.25

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 81.51 80.99 79.72 78.82 81.20

平均値 60.12 60.34 59.54 59.26 60.44

60.00

65.00

70.00

75.00

80.00

85.00

90.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 76.68 75.56 74.36 73.72 70.95

平均値 84.24 84.19 83.93 83.84 83.39

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対給水収益比率(％)

⑤料金回収率(％) ⑥給水原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧有収率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管路経年化率(％) ③管路更新率(％)

【107.26】 【1.61】 【239.69】 【264.86】

【89.21】【60.21】【181.66】【97.59】

【52.41】 【26.78】 【0.59】



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． (A) 841,418 835,501 822,694 812,481 1,015,027 1,000,207 985,624 974,506 958,441 1,092,437 1,077,452 1,065,677
(1) 824,251 809,941 797,134 786,921 989,467 974,647 960,064 948,946 932,881 1,066,877 1,051,892 1,040,117
(2) (B) 875 9,785 9,785 9,785 9,785 9,785 9,785 9,785 9,785 9,785 9,785 9,785
(3) 16,292 15,775 15,775 15,775 15,775 15,775 15,775 15,775 15,775 15,775 15,775 15,775

２． 267,183 304,533 155,959 154,397 154,192 156,455 157,376 157,100 159,733 161,256 163,207 163,260
(1) 153,886 196,768 50,269 49,029 47,962 47,661 47,653 47,822 47,994 48,137 48,246 48,338

153,886 196,768 50,269 49,029 47,962 47,661 47,653 47,822 47,994 48,137 48,246 48,338

(2) 112,224 106,955 104,881 104,559 105,422 107,986 108,914 108,470 110,931 112,310 114,153 114,114
(3) 1,073 810 809 809 808 808 809 808 808 809 808 808

(C) 1,108,601 1,140,034 978,653 966,878 1,169,219 1,156,662 1,143,000 1,131,606 1,118,174 1,253,693 1,240,659 1,228,937
１． 941,810 940,756 935,860 939,070 953,719 984,246 1,013,686 1,036,452 1,068,068 1,097,468 1,129,619 1,145,331
(1) 187,795 191,109 194,424 197,738 201,053 204,367 207,682 210,997 214,311 217,626 220,940 224,255

92,020 93,643 95,268 96,892 98,516 100,140 101,764 103,389 105,012 106,637 108,261 109,885

95,775 97,466 99,156 100,846 102,537 104,227 105,918 107,608 109,299 110,989 112,679 114,370
(2) 319,389 319,995 325,378 330,768 342,995 348,378 353,761 359,152 364,529 369,912 375,296 376,995

98,712 100,126 101,540 102,954 104,369 105,783 107,197 108,611 110,025 111,439 112,853 114,268
57,245 58,065 58,886 59,706 60,526 61,346 62,166 62,986 63,806 64,626 65,446 66,266

92 93 94 96 97 98 99 101 102 103 105 106
163,340 161,711 164,858 168,012 178,003 181,151 184,299 187,454 190,596 193,744 196,892 196,355

(3) 434,626 429,652 416,058 410,564 409,671 431,501 452,243 466,303 489,228 509,930 533,383 544,081
２． 45,219 42,576 40,931 39,682 38,989 41,585 44,762 48,275 51,883 55,471 58,901 62,190
(1) 35,288 33,189 31,544 30,297 29,604 32,198 35,375 38,889 42,497 46,083 49,514 52,804
(2) 9,931 9,387 9,387 9,385 9,385 9,387 9,387 9,386 9,386 9,388 9,387 9,386

(D) 987,029 983,332 976,791 978,752 992,708 1,025,831 1,058,448 1,084,727 1,119,951 1,152,939 1,188,520 1,207,521
(E) 121,572 156,702 1,862 △ 11,874 176,511 130,831 84,552 46,879 △ 1,777 100,754 52,139 21,416
(F)
(G) 285 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268
(H) △ 285 △ 268 △ 268 △ 268 △ 268 △ 268 △ 268 △ 268 △ 268 △ 268 △ 268 △ 268

121,287 156,434 1,594 △ 12,142 176,243 130,563 84,284 46,611 △ 2,045 100,486 51,871 21,148
(I)
(J) 1,673,290 1,792,721 1,755,042 1,718,399 1,737,256 1,748,713 1,744,633 1,725,750 1,681,519 1,754,991 1,796,376 1,869,083

116,445 116,445 116,445 116,445 116,445 116,445 116,445 116,445 116,445 116,445 116,445 116,445
(K) 472,936 463,402 425,733 408,675 361,564 338,520 328,609 326,100 329,943 335,555 338,488 340,972

285,279 275,745 238,076 221,018 173,907 150,863 140,952 138,443 142,286 147,898 150,831 153,315

134,165 134,165 134,165 134,165 134,165 134,165 134,165 134,165 134,165 134,165 134,165 134,165
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 840,543 825,716 812,909 802,696 1,005,242 990,422 975,839 964,721 948,656 1,082,652 1,067,667 1,055,892

(N)

(O)

(P)

営 業 外 収 益

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

本年度

営 業 収 益

令和９年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計
そ の 他

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費

支 払 利 息

流 動 負 債

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金

収

益

的

収

入

材 料 費

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定 した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． 172,100 140,000 140,000 140,000 283,000 283,000 283,000 283,000 283,000 283,000 283,000 184,000

２． 110,796 110,878 110,592 92,870 88,930 60,833 48,717 47,172 47,509 47,199 47,729 44,960

３．

４． 1,731 1,438 1,438 1,438 2,707 2,707 2,707 2,707 2,707 2,707 2,707 2,018

５．

６． 41,853 8,850 8,850 8,850 16,665 16,665 16,665 16,665 16,665 16,665 16,665 12,421

７．

８． 58,157 20,897 20,897 20,897 39,350 39,350 39,350 39,350 39,350 39,350 39,350 29,328

９．

(A) 384,637 282,063 281,777 264,055 430,652 402,555 390,439 388,894 389,231 388,921 389,451 272,727

(B)

(C) 384,637 282,063 281,777 264,055 430,652 402,555 390,439 388,894 389,231 388,921 389,451 272,727

１． 695,486 400,000 400,000 400,000 753,214 753,214 753,214 753,214 753,214 753,214 753,214 561,377

40,544 50,768 53,390 54,335 55,297 56,276 57,272 58,286 59,318 60,368 61,437 62,524

２． 327,233 285,279 275,745 238,076 221,018 173,907 150,863 140,952 138,443 142,286 147,898 150,831

３．

４．

５．

(D) 1,022,719 685,279 675,745 638,076 974,232 927,121 904,077 894,166 891,657 895,500 901,112 712,208

(E) 638,082 403,216 393,968 374,021 543,580 524,566 513,638 505,272 502,426 506,579 511,661 439,481

１． 509,290 306,752 279,930 337,404 476,128 375,062 380,903 395,678 411,668 439,127 394,988 363,273

２． 78,317 60,644 78,217 797 82,051 65,282 42,142 23,306 49,220 25,936

３．

４． 50,475 35,820 35,821 35,820 67,452 67,453 67,453 67,452 67,452 67,452 67,453 50,272

(F) 638,082 403,216 393,968 374,021 543,580 524,566 513,638 505,272 502,426 506,579 511,661 439,481

(G)

(H) 2,535,259 2,389,979 2,254,235 2,156,158 2,218,140 2,327,233 2,459,371 2,601,418 2,745,975 2,886,689 3,021,791 3,054,960

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

160,338 203,015 56,516 55,276 54,209 53,908 53,900 54,069 54,241 54,384 54,493 54,585

13,577 13,312 12,473 11,690 11,030 11,116 11,490 12,009 12,532 13,026 13,487 13,925

146,761 189,703 44,043 43,586 43,179 42,792 42,410 42,060 41,709 41,358 41,006 40,660

110,796 110,878 109,883 91,437 86,759 57,143 43,477 40,350 39,074 37,117 35,968 31,484

80,231 80,188 79,218 73,705 70,215 53,021 42,237 39,086 37,784 35,801 34,625 31,484

30,565 30,690 30,665 17,732 16,544 4,122 1,240 1,264 1,290 1,316 1,343

271,134 313,893 166,399 146,713 140,968 111,051 97,377 94,419 93,315 91,501 90,461 86,069

令和17年度

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

本年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度

計

そ の 他

令和14年度 令和15年度 令和16年度

他 会 計 負 担 金

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

令和16年度

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

令和17年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度令和９年度本年度


